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令和４年度 第12回平泉町農業委員会総会 議事録 

 

１．開催日時  令和５年２月２０日（月）１３時３０分～１４時１０分 

２．開催場所  平泉町役場２階 庁議室 

３．出 席 者 

区分 議席 職名 氏名 出席 欠席 

委 員 

 

７番 会  長 千 葉 賢 一 〇  

６番 会長職務代理者 石 川 文士良 〇  

１番 委  員 千 葉 三智枝 ○  

２番 委  員 青 木   慶 〇  

３番 委  員 青 木 長 男 〇  

４番 委  員 千 葉 力 男 〇  

５番 委  員 鈴 木 正 昭 〇  

事務局 

局  長 佐々木   元 ○  

次  長 菅 原 正 宏 ○  

主  査 島 原 理 絵 〇  

 

４．総会日程 

（１）議事録署名人及び会議書記の指名 

（２）会務報告 

（３）議  案 

  報告第２５号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出について 

  報告第２６号 農地法第１８条第６項の規定による届出について 

   

  議案第３７号 農地法第２条第１項に該当しないことの証明願に対する可否決定について 

議案第３８号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第３９号 農用地利用配分計画（案）の作成に関する意見について 

議案第４０号 農業経営改善計画の認定に係る意見について 

議案第４１号 令和５年度平泉町農作業標準賃金の決定について 
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【 会 議 の 概 要 】 

議長：千葉会長 

（１３時３０分開会） 

 

議  長   ただいまより、令和４年度第１２回平泉町農業委員会総会を始めます。 

       本日の出席委員は７名全員ですので、会議は成立しています。 

       次に、平泉町農業委員会会議規則第１３条の規定に基づく、議事録署名人及び

会議書記を議長から指名することに、ご異議ございませんか。 

（なし） 

議  長   それでは、議事録署名人には、１番委員、２番委員の両名を指名します。会議

書記には、事務局の菅原次長と島原主査にお願いします。 

       次に、会務報告について、事務局長より説明願います。 

佐々木局長   （会務報告の朗読、説明） 

議  長   以上で会務報告を終わります。それでは、本日の議案を上程します。事務局長

説明願います。 

佐々木局長   （本日の議案件数等を説明） 

議  長   それでは、「報告第２５号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出につ

いて」、事務局説明願います。 

菅原次長   認定電気通信事業者による中継施設等の設置に伴う農地転用について、計４件、

農地法施行規則第５３条において、電気事業者による送電用電気工作物等の設置

については、許可不要案件となりますが、農業委員会では事業計画書等の書類を

提出していただくことになっています。 

1番、地目は畑、面積１２６㎡のうち１．４４㎡を永久転用の事業計画となりま 

す。楽天モバイル株式会社が、携帯電話基地局建設のため、コンクリート柱を建 

設し、アンテナ無線機、電源設備を設置いたします。工作物の立面図の詳細は、 

７ページに添付しております。 

２番、地目は田、面積２３㎡のうち１．４４㎡。３番、地目は田、面積９３㎡ 

のうち１．４４㎡。４番、地目は田、面積９３６㎡のうち１．４４㎡。いずれも 

永久転用として農地所有者と賃貸借契約をおこなっております。 

いずれも添付書類含め完備しておりましたので、事務局長専決により書類を受 

理いたしました。併せて、現地確認後に、農地法第５条申請の許可は不要ですが、 

知事への協議が必要となります。今回、その届け出があり、農業委員会から岩手 

県知事宛てに進達したとの報告です。 

報告事項は以上でございます。 

議  長   それでは現地調査をした委員、３番委員。 

３番委員   ２月１０日に、２番委員、推進委員、菅原次長と現地調査を実施しました。 

４件それぞれ現地を確認しましたが、周りの農地に与える影響がないと判断しま 
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した。 

議  長    ただいまの「報告第２５号」について、発言のある方は挙手をお願いします。 

議  長   発言がないようですので、「報告第２５号」を終わります。 

議  長   次に、「報告第２６号 農地法第１８条第６項の規定による届出について」事

務局説明願います。 

島原主査   （提出議案の朗読、説明） 

       双方の話し合いによる合意解約２件です。 

議  長   ただいまの「報告第２６号」について、発言のある方は挙手をお願いします。 

   発言がないようですので、「報告第２６号」を終わります。 

議  長   それでは議案審議に入ります。「議案第３７号 農地法第２条第１項に該当し 

ないことの証明願に対する可否決定について」、事務局説明願います。 

菅原次長   番号１５５は、令和４年度農地パトロールにより非農地に該当すると判定され、

相続人より非農地証明願が出されたもの１筆です。 

議  長   質疑に入ります。質問等ございませんか。 

       （なし） 

議  長   それでは採決を行います。原案のとおり可とすることに賛成の方は挙手をお願

いします。 

       （挙手全員） 

議  長   挙手全員、可と決定します。 

議  長   次に、「議案第３８号 農地法第３条の規定による許可申請について」、二つ

に分けて審議いたします。 

議  長    それではここで、「農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与の制限の規 

定」により、次の案件に関係する千葉三智枝委員は一時退席をお願いします。 

議   長   暫時休憩します。（１３：４７） 

議  長   再開します。（１３：４８） 

 事務局より説明をお願いします。 

島原主査  （提出議案の朗読、説明） 

 貸付人の労働力不足ための賃貸借設定１件、事前にお渡ししている調査書のと 

おり農地法第３条第２項各号に該当していないため、許可要件のすべてを満たし 

ていると考えます。 

議  長   それでは現地調査をした委員、３番委員。 

３番委員   ２月１０日に、２番委員、推進委員、菅原次長と現地調査を実施しました。賃 

貸借８は、今年度まで別の中心経営体の方が耕作していたことから、農地として 

問題はありません。 

議  長    質疑に入ります。質問等ございませんか。 

       （なし） 

議  長   それでは採決を行います。原案に賛成の方は挙手をお願いします。 

       （挙手全員） 

議  長   挙手全員、可と決定します。 



- 4 - 

議   長   暫時休憩します。（１３：５３） 

議  長   再開します。（１３：５４） 

議  長   引き続き、「議案第３８号 農地法第３条の規定による許可申請について」、

審議いたします。事務局より説明をお願いします。 

島原主査   （提出議案の朗読、説明） 

遠方居住により耕作困難による賃貸借設定1件、事前にお渡ししている調査書の 

とおり農地法第３条第２項各号に該当していないため、許可要件のすべてを満た 

していると考えます。 

議  長   それでは現地調査をした委員、３番委員。 

３番委員   ２月１０日に、２番委員、推進委員、菅原次長と現地調査を実施しました。賃 

貸借９は、今年度まで、保全管理をしていた農地を路地で加工用トマトの栽培を 

する予定となっておりますので、農地として問題ございません 

議  長    質疑に入ります。質問等ございませんか。 

       （なし） 

議  長   それでは採決を行います。原案に賛成の方は挙手をお願いします。 

       （挙手全員） 

議  長   挙手全員、可と決定します。 

議  長   次に、「議案第３９号農用地利用配分計画（案）の作成に関する意見につい 

て」、事務局説明願います。 

島原主査   （提出議案の朗読、説明） 

       ２年間の配分計画１件です。配分理由として、地域内の話し合いによる中心経 

営体や適格団体への集積やその集積に協力するためとなっております。 

議  長   それでは質疑に入ります。質問等ありませんか。 

       （なし） 

議  長   それでは採決を行います。原案に賛成の方は挙手をお願いします。 

       （挙手全員） 

議  長   挙手全員、意見なしと決定します。 

議  長   次に、「議案第４０号 農業改善計画の認定に係る意見について」、を議題と

いたします。なお、審議案件が1件追加となりましたので、併せて審議しますので

事務局より説明をお願いします。 

島原主査   （提出議案の朗読、説明） 

５件の更新申請です。農業所得目標が現行より上回る計画として十分成り立っ 

ていると考えます。 

議  長   質疑に入ります。質問等ありませんか。 

       （なし） 

議  長   それでは採決を行います。原案に賛成の方は挙手をお願いします。 

       （挙手全員） 

議  長   挙手全員、原案のとおり意見なしと決定します。 
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議  長   次に、「議案第４１号 令和５年度平泉町農作業標準賃金の決定について」、

事務局説明願います。 

島原主査   （提出議案の朗読、説明） 

標準賃金の設定にあたりましては、令和５年２月１３日に開催された農業労働 

力調整協議会で、委員の皆様に慎重なご審議をして頂き、協議会長より答申があ 

りましたので提案させていただきます。昨年度と比較し、物価及び燃料等の高騰 

に伴い、育苗・溝切り・畦畔塗りを除き、一律２％上がったことがあげられます。 

議  長   質疑に入ります。質問等ありませんか。 

       （なし） 

議  長   それでは採決を行います。原案に賛成の方は挙手をお願いします。 

       （挙手全員） 

議  長   挙手全員、原案のとおり決定します。 

 

 

 

これをもちまして、令和４年度第１２回平泉町農業委員会総会を終わります。

ご苦労様でした。 

（１４時１０分閉会） 

 

 

          【議事録署名】 

 

             議 長  会長           千 葉 賢 一    ㊞ 

 

 

             署名人  ２番      青 木   慶    ㊞ 

 

 

             署名人  ３番      青 木 長 男    ㊞ 


